
所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先

令和2年4月2日

随意契約に関する調書（公表）

企画広報課

犬山市情報発信エフエム放送業務

・委託期間　令和2年4月3日から令和3年3月31日
・委託内容　コミュニティFM放送による月4回20分ずつの犬山情報発信
　①職員や市民が市政情報や市民活動などを情報発信する「チャレンジ犬山」
　②市公式HPのフォトニュースをナビゲーターが紹介する「まちのできごと」
　③市公式YouTubeに投稿する「チャレンジ犬山」を録画編集したＰＲ動画作成

令和2年4月3日～令和3年3月31日

愛知北エフエム放送株式会社

契 約 金 額

842,600円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

企画広報課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　本委託業務は第５次総合計画改訂版に重点施策として位置付けられた「活躍の場づく
り」の情報発信の手段の一つとして、エフエムラジオ放送による市民活動の情報発信とラ
ジオ出演時の様子の録画編集を委託するものである。
　コミュニティエフエム放送は市政情報や市民活動の紹介など、地域に密着した情報を発
信できる有効な手段であり、また一部近隣市町でも聞くことができ、犬山市のシティプロ
モーションとしての役割も担うことが可能である。
　本業務を展開するうえで、このようなエフエム放送設備を完備し、市職員や市民の定期
的な出演が可能である近距離に位置するコミュニティエフエム局は、市内及び近隣では愛
知北エフエム放送株式会社のみである。
　また委託業務では、出演時の映像を動画に編集し、活躍する市民の姿を記録した動画を
も作成でき、その動画を市公式YouTub「ONE CHAN」上で公開することにより更なるシティ
プロモーションとして多面的な動画配信が可能である。
　以上により市政情報等の番組制作、放送に加えて動画の制作を受託できる相手方は愛知
北エフエム放送株式会社に限定されており随意契約とする。



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

◯ 第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 企画広報課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

【随意契約の理由】
　緊急の必要により競争入札に付することができない。

【業者選定の理由】
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月20日に閣議決定され、特別定額給付金
事業が実施されることになった。この特別定額給付金給付事業は、感染拡大防止に留意
しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的としており、給
付事務を迅速に行う必要があるため。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

総額　１０，８９０，０００円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和２年５月１日

随意契約に関する調書（公表）

企画広報課

特別定額給付金システム構築委託

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における緊急経済対策事業に対する業務支援シ
ステムの開発。
システムの内容
・既存の住民情報システムのデータを連携し、候補者を決定。
・申請書受付・対象者決定を行い決定通知書を発行。
・口座振込データを作成し、現金支給を実施。

令和２年５月１日～令和２年９月３０日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

◯ 第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部企画広報課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

【随意契約の理由】
　緊急の必要により競争入札に付することができない。

【業者選定の理由】
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月20日に閣議決定され、特別定額給付金
事業が実施されることになった。この特別定額給付金事業は、感染拡大防止に留意しつ
つ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的としており、申請書を
送付する為に、封筒への封入封緘を迅速に行う必要があるため。

大和企画株式会社

契 約 金 額

1,135,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和２年５月１日

随意契約に関する調書（公表）

経営部企画広報課

特別定額給付金関係書類封入封緘業務委託

　新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における特別定額給付金事業のための
・関係書類（４種類）の折加工
・封入物（５種類）の帳合、封入、封緘

令和２年５月１３日～５月１８日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

◯ 第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部企画広報課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

【随意契約の理由】
　緊急の必要により競争入札に付することができない。

【業者選定の理由】
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月20日に閣議決定され、特別定額給付金
事業が実施されることになった。この特別定額給付金給付事業は、感染拡大防止に留意し
つつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的としており、給付事
務を迅速に行う必要があるため。

アデコ株式会社名古屋第２支社

契 約 金 額

一般事務（ﾘｰﾀﾞｰ）：2,100円/1H、一般事務：1,900円/1H、土日対応：2,200円/1H

予算総額　２５，３００，０００円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和２年５月１日

随意契約に関する調書（公表）

経営部企画広報課

特別定額給付金給付事業派遣業務委託

　新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における特別定額給付金給付事業のための人材
派遣

令和２年５月１日～９月３０日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

◯ 第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営改善課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出
を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益
性のある事業に特化し営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実施
することが可能である。上記の観点より本業務を適切かつ確実に履行することが可能な同
者と随意契約を締結するもの。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会

契 約 金 額

金　５９４，０００円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和２年４月１３日

随意契約に関する調書（公表）

経営改善課

経営改善課管理用地除草業務委託

草刈工　　10,334㎡
剪定工　　　　10㎡
高木剪定　 　  5本

令和２年４月１３日　から　令和２年１１月３０日　まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部　情報政策課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスや
プログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、
当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法に
よる契約を締結するもの。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

5,390,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和2年5月1日

随意契約に関する調書（公表）

経営部　情報政策課

国民健康保険オンライン資格確認システム対応業務（令和２年度分）

健康保険法の改正により被保険者がマイナンバーカードにより資格確認するシステムの構
築を進められており、運用開始に向けて資格情報の連携や個人単位での被保険者証番号の
管理等の機能改修を行う必要があることから基幹系システムを改修する。

令和2年5月1日から令和2年12月25日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部　情報政策課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスや
プログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、
当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法に
よる契約を締結するもの。

株式会社三重電子計算センター

契 約 金 額

4,249,300円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和2年6月15日

随意契約に関する調書（公表）

経営部　情報政策課

財務会計システム歳出７節廃止対応業務

地方自治法施行規則の改正により、歳出予算に係る節の区分の内、７節賃金が廃止され、
これに伴い、財務会計システム上の歳出予算科目の８節以降を繰り上げるシステム改修を
行う。

令和2年6月15日から令和2年9月30日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部　情報政策課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスや
プログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、
当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法に
よる契約を締結するもの。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

231,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和2年6月5日

随意契約に関する調書（公表）

経営部　情報政策課

乳幼児健診等母子保健情報の利活用対応業務

母子保健情報の利活用を推進するため、乳幼児健診の受診の有無等子ども時代に受ける健
康情報歴のマイナポータルでの閲覧が開始されるため、対応するためのシステムの改修お
よび副本登録を行う必要があることから、健康管理システムを改修する。

令和2年6月8日から令和2年7月31日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部　情報政策課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

本システムはパッケージシステムであり、その内容は公開されておらず、メンテナンスや
プログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を行った事業者に限られるため、
当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム導入事業者と随意契約の方法に
よる契約を締結するもの。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

442,200円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和2年6月5日

随意契約に関する調書（公表）

経営部　情報政策課

年金所得情報提供処理機能改善対応業務

年金生活者支援給付金の所得情報等の提供において、個人の特定の際に介護保険等の特別
徴収に用いる基礎年金番号を使用して突合処理を行う必要があるため、基幹系システムを
改修する。

令和2年6月8日から令和2年7月31日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

第１号

◯ 第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 経営部　情報政策課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

住民情報システム及び障害者福祉システムはパッケージシステムであり、その内容は公開
されておらず、メンテナンスやプログラムの修正を行うことは当市のシステム導入作業を
行った事業者に限られるため、当該契約の性質が競争入札に適さないことから、システム
導入事業者と随意契約の方法による契約を締結するもの。

日本電気株式会社　東海支社

契 約 金 額

2,948,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和2年5月1日

随意契約に関する調書（公表）

経営部　情報政策課

令和２年６月データ標準レイアウト改版に係る副本登録作業対応業務

特定個人情報のデータ標準レイアウトが改版され、令和２年６月より改版後のレイアウト
で情報連携が開始される。データ標準レイアウトの改版にあたり、基幹系システムの改修
および改版後の副本データ登録が必要となるので、副本登録に係る作業を委託する。

令和2年5月1日から令和2年6月29日まで



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 総務課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会は、市内の快適な都市環境の創出
を図り市民福祉の向上に寄与することを目的としており、その目的を達成するために公益
性のある事業に特化し、営利を目的としていないため、一般事業者に比べ著しく安価に実
施することが可能である。上記の観点より本業務を適切かつ確実に履行することが可能な
同者と随意契約を締結するものである。

一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会

契 約 金 額

132,000円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和２年５月２９日

随意契約に関する調書（公表）

総務課

総務課管理用地除草業務委託

除草委託面積　807.32㎡
　（内訳）①犬山市防災倉庫用地（犬山市大字犬山字薬師地内）
　　　　　　745.26㎡
　　　　　②犬山市役所分庁舎用駐車場（犬山市大字犬山字東古券地内）
　　　　 　　62.06㎡
除草実施回数　①3回（6月・8月・10月予定）②2回（8月・10月予定）

令和２年５月２９日から令和２年１０月３１日



所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 総務課

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

施行に当たっては、この修繕は早期に行う必要があり、昨年度末に修繕を行った業者に依
頼することが適当であると考えるため。

株式会社　白帝社

契 約 金 額

￥124,300円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

令和２年４月１５日

随意契約に関する調書（公表）

総務課

本庁舎案内板修繕について

本庁舎案内板
・１階　子ども未来課　・１階　正面玄関前　・４階　選管室
・来客用EV内２基、職員用EV内　・１階　職員用通用口　・１階　来客用EV前
・２階　来客用EV前　・３階　来客用EV前　・４階　来客用EV前
・５階　来客用EV内　・６階　来客用EV前

令和２年４月１５日から令和２年４月３０日


